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インターネット利用中に表示される偽の
セキュリティ警告画面に注意！

情報商材のトラブルの注意

【事例】
パソコンでインターネットを利用中に、突
然警報音と共に「このパソコンはウイルスに
感染している」、「個人情報が漏れている」とい
う警告画面が表示された。あわてて画面にあ
った番号に電話したところ、遠隔操作ソフト
をインストールするように言われ指示に従っ
た。この先は技術者が対応するので１年で２
万円の有料サポート契約が必要と言われ、ク
レジットカード番号を入力した。セキュリティ
ソフトはすでに別のものを利用している。だま
されたのではないか。

【アドバイス】
　事例のように、自分が契約しているセキュ
リティソフトによる警告でない場合は偽の警
告であることがほとんどです。パソコンに警告
画面が表示されても、画面上に表示された番
号に電話をしたり、有料のサポート契約など
はせず、まずはパソコンを再起動してくださ
い。それでも警告画面が消えない場合は、独
立行政法人情報処理推進機構（IPA）のHPを
参考にしてください。有料サポート契約を解
約するには、事業者のHPや届いたメールを
確認しましょう。解約の方法が分からない時
は消費生活センターに相談してください。

インターネット上には、「誰でも簡単に稼げ
る」「空いた時間で月に〇万円以上の収入を
保証」といった広告や動画があふれています。
興味を持った消費者が、儲けるためのノウハ
ウなどと称して販売されている情報（情報商
材）を購入してトラブルになるケースが増えて
います。

【問題点】
①簡単に稼げることをうたう広告
情報商材の広告・宣伝は、インターネット上

のSNSや動画投稿サイトなどさまざまな媒体
で行われています。簡単に高額な収入が得ら
れると強調されていますが、情報商材の価格
や内容についての記載が不十分なものがあり
ます。
②次々に複数の契約をさせられる
興味を持った消費者が事業者へ問い合わ

せると、最初は無料や少額の情報商材を販売
し、次に「高額な情報商材の方がもっと稼げ
る、サポートもついている」などと勧誘し、新
たに別の高額な情報商材を契約させるケー
スもあります。
③広告とは異なり儲からない
情報商材は、購入するまで中身を確認する

ことができません。購入した後に、価値のない
情報だった、指示通りやっても稼げないとい
ったトラブルになっています。事業者から儲か
る仕組みを説明されても、内容が理解できな
い場合は安易に契約することはやめましょう。

パソコンに警告画面が表示されても、画面に表示された番号へ

電話しないことだワン！

まずは、パソコンの電源をいったん消してから再起動してみるワン！

情報商材とは、儲けるためのノウハウなどと称して販売されて

いるもの。

内容が理解できない場合は、安易に契約しないことが大切だワン！
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